
1年間各家庭にて保存をお願いします 

PTA会員各位 

令和 3年 5月吉日 

榎が丘小学校 PTA 

PTA団体傷害保険の内容について 

 

日頃より、PTA活動にご協力いただきありがとうございます。 

本おたよりは、PTAにて例年加入しております PTA団体傷害保険の加入のご報告と補償内容のお知らせをす

るものです。保険料につきましては、皆様より納めていただいた PTA会費から拠出していますので、改めて保

険料を徴収することはございません。 

 

PTA 団体傷害保険とは？ 

PTA行事参加中に、PTA会員・児童がケガをされた場合などに補償される制度です。 

制度掛け金 １世帯当たり 68円  

保険期間 2021年４月１日午前 0時～2022年４月１日午後４時 

被保険者（保険の対象となる方） 

①PTA会員及びその学校に通学する児童・生徒 

②PTA会員の同居の親族 

③PTA行事への参加が事前に PTAより認められた参加者 

 

補償の内容 

PTA行事❖参加中の事故 

・PTA 連合会や単位 PTAが主催・共催する行事中に被ったケガを補償します。 

・PTA 行事への往復途上も対象となります。 

・細菌性食中毒も補償の対象となります。 

・日射または熱射を原因とする熱中症も補償の対象になります。 

 PTA 行事とは、日本国内において PTA が企画・立案し主催または共催する行事で、PTA 総会、運営委員

会など PTA会則（名称のいかんを問いません）にもとづく手続きを経て開催されたものをいいます。 

<補償例＞ 

保護者が PTA懇談会参加後、自転車で帰宅途中に転倒しケガをして 22日間入院 57,640円 

保護者が PTA主催のスポーツ大会でケガをして 19日間入院。 33,060円 

 

保険金額 

死亡保険金額 175.3万円 

後遺障害保険金 障害の程度によって上記死亡保険金額の 4～100％ 

入院保険金（180日限度） 日額 2,620円 

手術保険金（１事故につき１回） 手術の際の入院の有無によって上記入院保険金（日額）の 10倍・５倍 
（入院中・入院中以外） 

通院保険日額（90日程度) 1,740円 

ケガをされた状況により、別の保険が適用される場合があります。 

そのため、万が一ケガをされた場合は、まず学校へお問い合わせください。 


